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第438号
主 な 記 事

１面 被災者アンケートの結果を記者発表
厚生労働省、国会議員へ要請

２面 被災された方の医療費負担にかかるアン
ケート集計結果①

３面 医院経営セミナー②
保険診療ニュース　医科版

４面 社会保障・税一体「改革」の概要後編、第
110回東北ブロック会議、理事会だより

被
災
者
半
数
が
通
院
回
数
減
ら
す

被
災
者
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
記
者
発
表

　
今
回
は
前
回
調
査
と
比
較

し
、
患
者
窓
口
自
己
負
担
発

だ
」
と
訴
え
ま
し
た
。

（
岩
手
日
報
、
毎
日
、
読
売
、

岩
手
日
日
、
赤
旗
新
聞
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
が
報
道
し
ま
し
た
。）

生
後
通
院
で
き
る
か（
国
保・

後
期
高
齢
）
の
問
い
に
対

し
、「
こ
れ
ま
で
通
り
通
院

す
る
」
と
回
答
し
た
割
合
が

70・
２
％
か
ら
50・
３
％
へ
低

下
、「
通
院
す
る
回
数
を
減

ら
す
」
が
20・
７
％
か
ら
32・

８
％
へ
、「
通
院
で
き
な
い
」

が
４・４
％
か
ら
10・
８
％
と

増
え
て
い
ま
し
た
。

　
社
保
加
入
者
は
免
除
打
ち

切
り
後
、
36
％
が
「
通
院
回

数
を
減
ら
し
た
」、
10
％
は

「
通
院
で
き
な
く
な
っ
た
」

と
回
答
し
て
お
り
、
小
山
田

副
会
長
は
「
同
じ
被
災
者
で

も
国
が
差
別
し
て
い
る
。
免

除
は
全
額
国
費
で
や
る
べ
き

　
厚
生
労
働
省
は
、
来
年
度

も
被
災
者
の
国
保
と
後
期
高

齢
者
医
療
に
つ
い
て
、
従
来

同
様
、
医
療
費
自
己
負
担
分

の
８
割
分
を
補
助
す
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
こ

れ
を
受
け
て
県
は
従
来
通
り

残
り
２
割
の
う
ち
、
県
が
１

割
を
負
担
し
、
１
割
を
市
町

村
が
負
担
し
、
免
除
を
延
長

す
る
方
向
で
調
整
を
進
め
て

い
ま
す
。
社
保
は
昨
年
９
月

末
で
補
助
が
打
ち
切
ら
れ
ま

し
た
が
、
今
回
も
免
除
の
た

め
の
国
の
財
政
措
置
は
示
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
県
は
免
除
継
続
に
向
け
た

予
算
措
置
を
３
月
定
例
議
会

に
提
案
す
る
予
定
で
あ
り
、

当
会
と
し
て
は
免
除
が
継
続

さ
れ
る
よ
う
、
県
議
会
議
員

等
へ
の
働
き
か
け
を
行
い
ま

す
。

　
医
療
費 

負
担
発
生
後

　

最
近
、
落
語
を
聴
く
機
会
が
多

く
な
っ
た
。
震
災
後
の
た
め
か
、

落
語
の
口
演
も
以
前
よ
り
多
い
よ

う
な
気
が
す
る
。
先
頃
、
円
楽
・

木
久
扇
・
歌
丸
の
名
人
三
人
会
が

あ
り
、
マ
リ
オ
ス
の
大
ホ
ー
ル
は

３
階
席
ま
で
老
若
男
女
で
満
員
で

あ
っ
た
。
世
知
辛
い
世
相
を
笑
い

で
吹
き
飛
ば
そ
う
と
す
る
庶
民
の

気
概
で
あ
ろ
う
か
。
落
語
人
気
と

い
う
よ
り
テ
レ
ビ
番
組
の
「
笑
点
」

の
人
気
で
あ
ろ
う
か
。
と
は
言
え
、

滑
稽
噺
で
笑
う
と
免
疫
力
が
上
が

り
、
人
情
噺
で
泣
く
と
精
神
安
定

に
良
い
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
今
、「
冬
季
う
つ
」
が

多
い
そ
う
で
あ
る
。
炭
水
化
物
や

甘
い
も
の
が
無
性
に
食
べ
た
く
な

り
、
い
く
ら
寝
て
も
眠
っ
た
感
じ

が
し
な
い
。
倦
怠
感
、
憂
鬱
感
、

そ
し
て
、
集
中
力
が
失
せ
て
、
い

つ
も
眠
い
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。

対
策
は
で
き
る
だ
け
太
陽
光
を
浴

び
て
、
あ
ま
り
物
事
に
深
刻
に
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
春
に
な
る

と
自
然
に
治
る
が
、
放
置
し
て
悪

化
す
る
と
う
つ
病
に
移
行
す
る
場

合
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

当
協
会
が
２
月
６
日
、
記
者
発

表
し
た
被
災
者
を
対
象
と
し
た
第

２
回
目
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
み
る
と

前
回
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、「
う
つ

病
」
で
通
院
の
方
が
氷
山
の
一
角

と
し
て
出
て
き
て
い
る
。
被
災
地

に
は
「
冬
季
う
つ
」
対
策
で
、
落

語
の
公
演
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
寒
さ
と
雪
か
き
に
、
ほ

と
ん
ど
の
方
が
辟
易
し
て
い
る
と

思
う
の
で
、
春
の
季
語
と
な
っ
て

い
る
山
吹
の
、
花
の
咲
く
頃
の
噺

を
ご
紹
介
し
よ
う
。

　

前
座
噺
の
典
型
の
「
道
灌
」
を

ご
存
知
だ
ろ
う
か
。

＊
隠
居
の
と
こ
ろ
へ
遊
び
に
来
た

八
五
郎
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を

教
わ
る
。

　
太
田
道
灌
（
室
町
時
代
の
武
人
、

江
戸
城
の
建
設
で
知
ら
れ
る
）
が
、

鷹
狩
の
途
中
で
村
雨
に
遭
い
、
雨

具
を
借
り
に
一
軒
の
あ
ば
ら
家
に

立
ち
寄
る
。
す
る
と
、
十
五
歳
あ

ま
り
の
少
女
が
、
お
盆
の
上
に
山

吹
の
枝
を
乗
せ
、「
お
恥
ず
か
し
ゅ

う
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
差
し
出
す
。

道
灌
が
わ
け
が
わ
か
ら
ず
怒
っ
て
、

雨
の
中
を
帰
る
と
、
家
来
の
一
人

が
　
「
七
重
八
重　
花
は
咲
け
ど
も
山

吹
の　

実
の
ひ
と
つ
だ
に　

な
き

ぞ
悲
し
き
」
と
い
う

　
古
歌
に
ち
な
み
、「
実
の
」と「
蓑
」

を
か
け
て
、「
雨
具
が
一
つ
も
な
い

貧
し
さ
が
心
苦
し
い
」
と
答
え
て

い
る
の
で
し
ょ
う
と
申
し
上
げ
た
。

こ
れ
を
聞
い
た
道
灌
は
「
予
は
ま

だ
歌
道
に
暗
い
の
う
」
と
嘆
き
、

後
に
立
派
な
歌
人
に
な
っ
た
。
＊

　
さ
あ
、こ
れ
を
隠
居
か
ら
教
わ
っ

た
八
五
郎
が
こ
の
後
ど
う
す
る
か
、

落
語
を
聴
い
て
の
お
楽
し
み
。
お

あ
と
が
よ
ろ
し
い
よ
う
で
。（
黒
田
）

は  

り

県
　
医
療
費
免
除
の
方
向

　医療費負担が発生した後は、どのようにされますか

◎　前回調査と比較して、負担発生後通院で
きるかの問いに対して「これまで通り通
院する」と回答した割合が、70.2％から
50.3％へ、19.9％約 2 割低下していました。

　　一方で、「通院する回数を減らす」「通
院できない」を合わせると 25.1％から
43.6％へ、18.5％上昇していました。

前回

これまでどお
り通院する。
70.2%
2,121

通院するが回
数を減らす。
20.7%
625

通院できない。
4.4%
134

わからない。
4.2%
128

無回答。
0.5%
12

今回

これまでどお
り通院する。
50.3%
1,181

通院するが回
数を減らす。
32.8%
770

通院できない。
10.8%
254

わからない。
6.1%
142

記者発表する小山田（左）、坂（右）副会長

　
国
の
責
任
で
、
被
災
さ
れ

た
方
の
医
療
費
窓
口
負
担
免

除
を
求
め
る
た
め
、
東
北
の

各
保
険
医
協
会
で
構
成
す
る

東
北
ブ
ロ
ッ
ク
団
体
連
絡
会

は
２
月
14
日
、
厚
生
労
働
省

と
県
選
出
の
国
会
議
員
へ
の

要
請
を
行
い
ま
し
た
。
当
協

会
か
ら
は
小
山
田
榮
二
副
会

長
と
事
務
局
２
名
が
参
加
し

ま
し
た
。

　
厚
生
労
働
省
の
担
当
者
に

対
し
、
被
災
３
県
が
行
っ
た

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
も
含
め
、

現
場
の
切
実
な
状
況
を
説
明

し
ま
し
た
。そ
れ
を
受
け
て
、

担
当
者
よ
り
回
答
が
あ
り
ま

し
た
。

分
断
構
造
を
生
ん
で
い
る

の
は
国
で
あ
る

　
国
と
し
て
全
額
負
担
す
る

国
と
し
て
の
免
除
と
社
保
の
免
除
を
求
め
て

厚
生
労
働
省
、
国
会
議
員
へ
要
請

こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
額
で

は
な
く
や
は
り
８
割
の
補
助

と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
社
会

保
険
の
免
除
は
考
え
て
い
な

い
と
の
回
答
で
し
た
。
住
江

保
団
連
会
長
は「
国
民
の
命・

健
康
・
暮
ら
し
を
守
る
た
め

の
政
策
・
立
案
を
す
る
の

が
官
僚
の
仕
事
。
被
災
者
の

声
を
踏
ま
え
ぜ
ひ
政
策
に
生

か
し
て
欲
し
い
」
と
重
ね
て

訴
え
ま
し
た
。
ま
た
東
北
ブ

ロ
ッ
ク
の
代
表
も
「
同
じ
仮

設
の
中
で
、
免
除
さ
れ
て
い

る
人
と
さ
れ
て
い
な
い
人
と

の
差
別
が
あ
り
、
国
政
が
分

断
を
生
ん
で
い
る
。
許
さ
れ

る
こ
と
で
は
な
く
、
被
災
者

は
全
員
免
除
す
る
べ
き
」
と

訴
え
ま
し
た
。

　
担
当
者
か
ら
は
、
検
討
す

る
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し

た
。

　
午
後
は
保
団
連
主
催
の
報

道
機
関
と
の
懇
談
に
参
加
し

ま
し
た
。
被
災
３
県
の
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
を
発
表
し
、
記

者
か
ら
は
幾
つ
か
質
問
が
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
は
、
県
選
出
国
会

議
員
の
部
屋
を
回
り
、
国
会

の
場
で
も
取
り
上
げ
て
頂
く

よ
う
要
望
し
て
参
り
ま
し

た
。

　
２
月
６
日
、
県
庁
記
者
ク
ラ
ブ
に
て
、
当
協
会
で
被

災
さ
れ
た
方
に
対
し
て
行
っ
た
ハ
ガ
キ
ア
ン
ケ
ー
ト
の

結
果
に
つ
い
て
坂
正
毅
、
小
山
田
榮
二
副
会
長
が
記
者

発
表
を
行
い
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
２
６
５
４
通
も

の
返
信
が
あ
り
ま
し
た
。
会
員
の
先
生
方
の
ご
協
力
に

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

藤
原
崇
衆
議
院
議
員
（
左
）

に
要
請
書
を
渡
す
小
山
田
副

会
長
（
右
）

※アンケート結果の詳細は２面に掲載

前回調査（2012 年 5 月～ 6 月）と、
今回調査（2012 年 12 月～ 2013 年 1 月）の比較

（国保・後期高齢者医療）
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１．医療費負担が免除されている方（国保、後期高齢者医療）へ。来
年４月から負担が発生した場合、これまで通り通院できますか。（１
つに○）　1 面　円グラフ（今回）参照

　◎　「回数を減らす」「通院できない」「分からない」を合わせると
49.7％で、半数の方がこれまで通り通院できないと回答してい
ます。

　　　負担発生後に、これまで通り通院できなくなることは問題で
す。

　　その理由はなんですか。
 

　◎　「これまで通り通院する」理由で最も多かったのが、「薬が必要」
で、「通院をやめるわけにはいかない」が続きました。

 

　◎　「通院の回数を減らす」「通院できない」「分からない」の理由
で最も多かったのが、「経済的理由」で、「収入がない」「医療費
が負担」「交通費が負担」が続きました。

　　　命や健康が経済的理由で左右されている実態が、改めて認識
されました。

被災された方の医療費負担にかかる

アンケート集計結果①
国保・後期高齢者医療

１面関連記事

２．国や県に対してご意見がありましたらお願いします。（抜粋）

　11． 復興、復興と歌のごとく言っているが、自分達の前には何も
見えてこない。日のあたらない場所に住んでいるので灯油代が
大変です。国・県・町は被災者の立場になって考えてください。

　12． これまで通り通院したい。3 月までではなく、もっと長く延
長して欲しいです。

　13． 住宅再建の費用、子供の教育費など先の見通しが不安な中、
医療費の負担はかなり大きいです。

　14． 現在も仮設住宅暮らしです。今後、医療費負担となると生活
に支障が出来ます。

免除は公平に
　15． 免除は公平に願いたい。私は９月で打ち切られました。
　16． 社保、共済組合被扶養者も、国保と同じ措置をして頂きたかっ

た。社保、共済組合も同じ被災者です。
全壊でも免除打ち切り
　17． 全壊しているのに、免除を打ち切られて本当に困っている。

薬が必要だから通院しないわけには行かない。
　18． 私は原因不明の「めまい」により、仕事も休職、車の運転も

できない。社保ですが医療費がかかって大変です。
病気になってすみません
　19． 国や県にいつまでも頼ってばかりで申し訳ありません。
　10． 働いているので何とかなりますが、大変だと思います。国の

借金が多い中、申し訳ない様な気もしますが、若くても低所得
者はたくさんいます。

免除に感謝
　11． 免除は大変助かりました。私は高齢ですからいいですが、若

者に半分くらい免除して欲しいです。
　12． 医療費免除制度には、本当に助けられています。震災後、心

身症と診断されましたが、制度のおかげで通院出来ています。
感謝の気持ちでいっぱいです。

仮設で死にたくない
　13． 仮設住宅で死にたくない。せめて復興住宅が出来るまでつづ

けて欲しい。
　14． 臨時雇用の給与は生活保護費より低く、持病があるものには

辛い。免除を続けて欲しい。
　15． 漁業をやっていましたが、震災で一切すべて失いました。復

興を声高に言う割には、自分たちには届いていない。国民年金
とわずかな貯金を崩し暮らしています。医療費を払うのはとて
も無理、不安だけです。

　調査の目的
１．医療費窓口負担が免除されている被災者の国保と後期高齢

者医療の方の免除延長を求めるため実態を捉えること。
２．2012 年 9 月に打ち切られた社会保険の方の医療機関への

受診状況を捉えること。
３．前回調査（2012 年 5、6 月調査）と比較し、変化を捉え

ること。
　調査期間：2012 年 12 月 10 日～ 2013 年 1 月 31 日
　対 象 者：被災されている方で通院されている方
　対象地域：岩手県全域
　アンケート用紙配布先：仮設住宅群、会員医療機関
　回収枚数：2,654 枚    

前回調査（2012 年 5 月～ 6 月）と、
今回調査（2012 年 12 月～ 2013 年 1 月）の比較

病名　（前回）
1． 高 血 圧 679 30.9%
2． 歯 科 疾 患 410 18.6%
3． 糖 尿 病 174 7.9%
4． 高 脂 血 症 82 3.7%
5． 脳 梗 塞 53 2.4%
6． 喘 息 39 1.8%
7． 甲 状 腺 35 1.6%
8． 白 内 障 34 1.5%
9． 狭 心 症 32 1.4%
10．緑 内 障 28 1.3%
他の病名の計 635 28.9%
合 計 2,201 100.0%

病名　（今回）
1．高 血 圧 651 30.4%
2．糖 尿 病 239 11.2%
3．歯 科 疾 患 196 9.2%
4．高 脂 血 症 75 3.5%
5．脳 梗 塞 69 3.2%
6．白 内 障 60 2.8%
7．喘 息 55 2.6%
8．う つ 病 32 1.5%
9．狭 心 症 29 1.4%

10.
10.

緑 内 障
痛 風

28
28

1.3%
1.3%

他の病名の計 674 31.6%
合 計 2,136 100.0%

　◎　「高血圧」は前回同様 1 位。今回は「糖尿病」が 2 位で、前
回 2 位だった「歯科疾患」が 3 位となり、割合も 18.6％から
9.2％に大幅に下がりました。また、前回ランクインがなかっ
た「うつ病」が 8 位となりました。
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一
般
名
処
方
を
行
い
、「
６

種
類
以
下
68
点
」
で
請
求
し

た
処
方
せ
ん
料
が
、
支
払
基

金
か
ら
減
点
さ
れ
る
と
の
相

談
が
協
会
に
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
一
般
名
処
方

を
受
け
た
調
剤
薬
局
が
高
額

な
薬
剤
を
処
方
し
た
た
め

に
、
調
剤
レ
セ
プ
ト
上
で
薬

剤
種
類
数
が
７
種
類
を
超
え

て
し
ま
い
、
保
険
者
の
再
審

査
請
求
を
受
け
た
基
金
が
、

医
療
機
関
の
処
方
せ
ん
料
を

「
７
種
類
以
上
40
点
」
に
減

点
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

す
。

　
医
療
機
関
は
ル
ー
ル
通
り

に
請
求
し
て
お
り
、
当
協
会

保
険
診
療
ニ
ュ
ー
ス
　
医
科
版

支
払
基
金
　

一
般
名
処
方
に
対
す
る
不
当
な
減
点
を
改
善
！

は
減
点
し
な
い
よ
う
基
金
に

申
し
入
れ
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
ほ
ど
基
金
よ
り
、

１
月
診
療
分
よ
り
減
点
し
な

い
こ
と
と
、
過
去
減
点
し
た

分
に
つ
い
て
は
再
審
査
請
求

を
受
け
付
け
復
活
さ
せ
る
と

の
回
答
を
得
ま
し
た
。

〈
減
点
の
経
緯
〉

１
、一
般
名
処
方
が
入
っ
て

い
る
１
剤
（
銘
柄
は
５

種
類
）
の
合
計
薬
価
が

２
０
５
円
以
下
で
「
１
種

類
」
と
な
り
、
他
の
服
用

薬
剤
と
合
わ
せ
て
も
６
種

類
以
下
で
あ
っ
た
た
め
、

処
方
せ
ん
料
68
点
で
算

定
。

　
〈
通
知
：
一
般
名
処
方
を

行
っ
た
場
合
の
内
服
薬
の

種
類
の
取
り
扱
い
に
お
い

て
、「
種
類
」
の
計
算
に

あ
た
っ
て
は
、
該
当
す
る

医
薬
品
の
薬
価
の
う
ち
最

も
低
い
も
の
の
薬
価
と
み

な
す
も
の
と
す
る
〉

２
、
調
剤
薬
局
は
、
一
般
名

に
対
し
て
後
発
薬
を
処

方
。
し
か
し
薬
局
の
在
庫

の
関
係
で
、
高
額
の
後
発

薬
が
処
方
さ
れ
、
２
０
５

円
を
超
え
て
し
ま
い
薬
剤

の
種
類
は「
７
種
類
以
上
」

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

３
、
保
険
者
は
、
医
療
機
関

「
６
種
類
以
下
」
と
調
剤

薬
局
「
７
種
類
以
上
」
の

レ
セ
プ
ト
を
突
合
し
て
、

医
療
機
関
の
処
方
せ
ん
料

を「
薬
剤
の
種
類
数
誤
り
」

と
し
て
再
審
査
請
求
し
、

支
払
基
金
が
処
方
せ
ん
料

を
減
点
し
た
。

〈
通
知
の
規
定
に
は
な
い

誤
っ
た
減
点
〉

　
医
療
機
関
は
処
方
せ
ん
を

交
付
す
る
時
点
で
薬
剤
種
類

数
を
計
算
し
、
処
方
せ
ん
料

を
算
定
し
ま
す
。
通
知
で

は
、
一
般
名
処
方
を
し
た
場

合
に
、
調
剤
薬
局
が
実
際
に

処
方
し
た
薬
剤
で
改
め
て
薬

剤
類
数
を
計
算
し
直
す
こ
と

に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま

た
、一
般
名
処
方
の
薬
価
は
、

最
も
低
い
薬
価
で
計
算
す
る

た
め
、
調
剤
薬
局
が
実
際
に

処
方
し
た
薬
剤
の
薬
価
と
は

必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
左
上
の
参
考
を
ご
覧
下
さ

い
。）

☆
　
本
件
は
、
会
員
医
療
機

関
か
ら
の
情
報
提
供
を
受

け
当
協
会
が
調
査
し
、
基

金
に
対
し
て
再
三
に
渡
り

電
話
で
申
し
入
れ
を
し
た

結
果
、
こ
の
よ
う
な
成
果

を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
先
生
方
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
さ
さ
い
な
こ
と

で
も
情
報
を
お
寄
せ
頂
け

れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　
（
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、

　
２
月
７
日
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
登
録

さ
れ
て
い
る
医
科
開
業
医

の
先
生
方
に
、
送
信
さ
せ

て
頂
い
た
も
の
で
す
。）

参考（点数表および通知より）

◆　処方せん料
　・6 種類以下　68 点
　・7 種類以上　40 点

◆　一般名処方の薬剤種類数の要件
　一般名処方を行った場合の内服薬の種類の取扱
いにおいて、「種類」の計算にあたっては、該当す
る医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみな
すものとする。

◆　処方せん料の薬剤種類数の計算
　　処方せん 1 枚ごとで、内服薬のみが対象。
　①　錠剤、カプセル剤：1 銘柄ごとに 1 種類
　②　散剤、顆粒剤及び液剤：1 銘柄ごとに 1 種類
　③　②の薬剤を混合して調剤：1 種類
　④　所定単位（1 剤）の薬価が 205 円以下の場合は、

複数銘柄あっても 1 種類
　⑤　連続する投与期間が 2 週間以内の臨時投与は

対象外

◆　所定単位（1 剤）
　1 回の処方で、2 種類以上の内服薬を投与した場
合、服用時点及び服用回数が同じものは「1 剤」と
して算定する。

　
11
月
23
日
に
開
催
さ
れ
た

医
院
経
営
セ
ミ
ナ
ー
の
概
要

で
す
。
セ
ミ
ナ
ー
は
２
部
構

成
と
な
り
、
第
一
部
は
「
医

院
開
業
に
お
け
る
職
員
採
用

と
労
務
管
理
の
ポ
イ
ン
ト
」

に
つ
い
て
、
第
２
部
で
は
、

本
年
１
月
よ
り
施
行
さ
れ
た

「
国
税
通
則
法
改
正
と
医
療

機
関
へ
の
税
務
調
査
、
そ
の

影
響
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
第
１
部
の
後
半
で
は
、
社

会
保
険
労
務
士
の
黒
川
氏
よ

り
、
職
員
と
の
よ
く
あ
る
ト

ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
傾
向
と

対
処
法
の
説
明
が
あ
り
ま
し

た
。

　
ト
ラ
ブ
ル
対
処
の
前
提
と

し
て
、
医
療
機
関
に
限
ら
ず

雇
用
の
ト
ラ
ブ
ル
は
、
以
前

の
対
労
働
組
合
と
い
う
形
か

ら
対
個
人
と
い
う
形
に
シ

フ
ト
し
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
知

識
が
簡
単
に
手
に
入
る
こ
と

で
、
従
業
員
の
権
利
意
識
が

高
く
な
っ
て
い
る
一
方
、
雇

用
主
側
の
知
識
が
乏
し
い
傾

向
が
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
お

り
ま
し
た
。

　
最
も
ト
ラ
ブ
ル
の
起
き
や

す
い
従
業
員
の
解
雇
に
関
し

て
は
、
試
用
期
間
中
の
解
雇

の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
一

般
に
設
定
さ
れ
る
試
用
期
間

３
カ
月
と
い
う
の
は
、
そ
の

期
間
内
で
あ
れ
ば
一
方
的
に

解
雇
が
で
き
る
と
い
う
も
の

で
は
な
く
、
解
雇
予
告
等

が
緩
和
さ
れ
る
の
は
試
用
開

始
後
14
日
以
内
で
あ
る
こ
と

が
、
勘
違
い
し
が
ち
な
も
の

と
し
て
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
を
経

由
し
、
使
用
期
限
の
定
め
が

な
い
と
し
た
求
人
で
は
、
試

用
期
間
と
い
う
も
の
が
認
め

ら
れ
ず
、
上
記
の
14
日
以
後

は
一
般
の
従
業
員
と
の
解
雇

手
続
き
に
関
す
る
区
別
が
な

く
な
る
た
め
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
経
由
で
求
人
す
る
場
合

は
、
最
初
は
有
期
で
の
求
人

と
し
て
お
く
方
が
良
い
の
で

は
な
い
か
と
付
け
加
え
ら
れ

ま
し
た
。
い
ず
れ
、
解
雇
を

す
る
に
は
様
々
な
制
限
が
科

せ
ら
れ
る
こ
と
を
、
従
業
員

側
も
知
識
と
し
て
所
有
し
て

い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た

め
、
勤
務
態
度
に
問
題
が
あ

る
等
の
従
業
員
に
は
、
退
職

勧
奨
と
い
う
形
で
話
し
合
い

を
し
て
い
く
方
が
ス
ム
ー
ズ

に
進
む
場
合
も
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

他
、
年
次
有
給
休
暇
は
、

法
律
上
否
認
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
合
理
的
な
理
由

が
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
時

季
指
定
変
更
権
と
い
う
も
の

が
あ
る
こ
と
、
就
業
規
則
に

つ
い
て
は
、
従
業
員
10
人
以

上
の
場
合
は
届
け
出
る
必
要

が
あ
る
が
、
そ
れ
以
下
の
場

合
で
も
就
業
規
則
は
作
成
し

て
お
い
た
方
が
良
く
、
理
由

と
し
て
、
就
業
規
則
は
労
使

の
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
と
な
り
、

事
業
所
を
個
別
労
使
紛
争
か

ら
守
る
ツ
ー
ル
に
な
る
と
述

べ
て
お
り
ま
し
た
。

　
次
回
は
、
引
き
続
き
黒
川

氏
が
お
話
し
さ
れ
た
、
就
業

規
則
作
成
・
改
定
に
あ
た
っ

て
の
ポ
イ
ン
ト
や
各
種
助
成

金
に
つ
い
て
掲
載
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

　
　
試
用
期
間
の
勘
違
い
に
注
意

医
院
経
営
セ
ミ
ナ
ー
②

医療経営セミナーのようす

　茨城県土浦駅より徒歩 16 分。すぐに診療が始め
られる状態です。格安で賃貸。委細は貸主と面談の
上、決定。詳細は茨城県保険医協会まで（☎ 029
－ 823 － 7930 担当：高橋）。

　茨城県つくば市中心部。内科医院跡地（診療所・
住宅あり）サービス付き高齢者住宅併設可能。敷
地 450 坪、床面積 90 坪以上、高さ 10 ｍ、建ペイ
60％、容積率 200％。詳細は茨城県保険医協会ま
で（☎ 029 － 823 － 7930 担当：高橋）。

貸物件（歯科医院）

物件（旧内科医院）

改
善
さ
れ
た
点
（
一
般
名
処
方
に
つ
い
て
）

１
、	１
月
診
療
分
か
ら
、
一
般
名
処
方
の
68
点
の

処
方
せ
ん
料
を
40
点
に
減
点
し
な
い

２
、
過
去
減
点
さ
れ
た
処
方
せ
ん
料
は
、
再
審
査

請
求
が
上
が
れ
ば
復
活
さ
せ
る

セミナーのようす
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︻
日
　
時
︼

　
　
２
０
１
３
年

　
　
　
　
１
月
15
日
㈫

　
　
19
：
30
～
21
：
30

︻
場
　
所
︼

　
　
盛
岡
フ
コ
ク
生
命
ビ
ル

会
議
室

︻
出
席
者
︼
役
員
、
事
務
局

併
せ
て
14
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
１
、 

２
０
１
２
年
度
12

月
期
活
動
報
告
並
び
に

２
０
１
３
年
１
～
２
月

期
活
動
計
画
に
つ
い
て

理
事
会
だ
よ
り 

１
月

承
認
さ
れ
た　
　
　
　

　
２
、 

保
団
連
代
議
員
会

の
発
言
通
告
が
承
認
さ

れ
た

　
３
、 

災
害
対
策
全
般
に

関
す
る
国
へ
の
要
望
に

つ
い
て
出
さ
れ
た
意
見

を
ま
と
め
て
加
筆
を
お

願
い
す
る
こ
と
が
承
認

さ
れ
た

　
４
、 

医
療
費
の
窓
口
負

担
「
ゼ
ロ
の
会
」
へ
賛

同
す
る
こ
と
が
承
認
さ

れ
た

２
、
税
﹁
改
革
﹂
と
は
何

か
↓
消
費
税
増
税 

　
消
費
税
の
増
税
を
メ
イ
ン

に
据
え
て
い
ま
す
。
増
税
へ

の
流
れ
は
以
下
の
通
り
で

す
。

○　
消
費
税
は
原
則
と
し
て

社
会
保
障
目
的
税
と
し
、

そ
の
使
途
を
明
確
化
す

る
。

○　
将
来
的
に
は
、
社
会
保

障
給
付
に
か
か
る
公
費
全

体
に
つ
い
て
、
消
費
税
収

を
「
主
た
る
」
財
源
と
し

て
確
保
す
る
。

○　
以
上
を
踏
ま
え
、
ま
ず

は
（
経
済
状
況
の
好
転
を

条
件
と
し
つ
つ
）、
消
費

税
を
２
０
１
０
年
代
半
ば

ま
で
に
段
階
的
に
10
％
ま

で
引
き
上
げ
て
、
当
面
の

社
会
保
障
財
源
を
確
保
す

る
。　

　
し
か
し
、
消
費
税
10
％
へ

引
き
上
げ
、
社
会
保
障
財
源

に
限
定
し
（
目
的
税
）、
更

に
は
社
会
保
障
の
（
公
費
）

財
源
全
体
さ
え
も
賄
っ
て
い

く
と
い
う
「
改
革
」
で
は
、

む
し
ろ
社
会
保
障
を
よ
り
一

層
疲
弊
さ
せ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

 

３
、﹁
改
革
﹂
の
狙
い
は
国

と
大
企
業
の
責
任
放
棄  

⑴
　
社
会
保
障
を
変
質
さ

せ
、
国
の
責
任
を
放
棄  

   

政
府
の
「
改
革
」
案
は
、

国
が
責
任
を
持
つ
べ
き
社
会

保
障
に
つ
い
て
、国
民
の「
自

助
」
を
基
本
に
、
国
民
間
の

「
共
助
」
の
枠
組
み
を
強
化

　
社
会
保
障
・
税
一
体

　
　
　﹁
改
革
﹂
の
概
要
　
後
編

  （
保
団
連
が
ま
と
め
た
も
の
を
抜
粋
）

し
、
国
が
責
任
を
持
つ
﹁
公

助
﹂
は
〝
救
貧
対
策
〟
に

限
定
化
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
国
民
間
の
給
付

と
負
担
は
「
公
平
」
で
あ
る

べ
き
だ
と
し
て
、「
負
担
に

見
合
う
給
付
」
＝
民
間
保
険

の
原
理
に
よ
る
社
会
保
険
、

「
社
会
保
障
」
へ
変
え
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。 

　
し
か
し
、
負
担
と
給
付
を

連
動
さ
せ
、
負
担
の
範
囲
内

に
給
付
を
抑
え
る
の
で
は
な

く
、
一
人
ひ
と
り
の
必
要
に

応
じ
て
給
付
す
る
の
が
社
会

保
障
で
す
。「
共
助
」
の
名

に
よ
る
「
負
担
に
見
合
う
給

付
」
は
、
憲
法
が
規
定
す
る

生
存
権
保
障
と
し
て
の
社
会

保
障
の
理
念
と
は
相
容
れ
ま

せ
ん
。 

　

ま
た
、「
公
助
」
を
限
定

化
す
る
こ
と
で
、
社
会
保
障

を
市
場
と
し
て
捉
え
、
拡
大

し
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま

す
。
経
済
産
業
省
が
、「
公

的
保
険
・
医
行
為
の
範
囲
を

明
確
化
す
る
こ
と
で
、
保
険

外
で
の
新
市
場
の
創
出
」
を

提
言
し
た
よ
う
に
、
公
的
給

付
を
限
定
化
し
、
そ
れ
を
超

え
る
医
療
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

等
に
つ
い
て
は
、
公
的
保
険

外
の
民
間
サ
ー
ビ
ス
を
自
己

責
任
で
市
場
か
ら
選
択
す
る

と
い
う
枠
組
み
に
変
え
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
す
。 

「
自

己
責
任
」
と
「
受
益
者
負

担
」
主
義
を
強
化
す
る
も
の

で
す
。 

　

さ
ら
に
、「
共
助
・
連
帯

の
仕
組
み
」
の
名
で
打
ち
出

さ
れ
て
い
る
の
が
「
新
し
い

公
共
」
で
す
。
政
府
の
「
新

成
長
戦
略
」
で
は
、
公
的

給
付
の
提
供
主
体
を
、
国
や

自
治
体
・
公
的
機
関
な
ど
か

ら
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
企
業

な
ど
に
担
わ
せ
て
い
く
計
画

で
す
。 

 

⑵
　
こ
れ
ま
で
以
上
に
大
企

業
の
負
担
を
減
ら
す 

   

政
府
の
「
改
革
」
案
で
は
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
大
企
業
の

負
担
を
減
ら
す
た
め
、
消
費

税
増
税
と
法
人
実
効
税
率
の

引
き
下
げ
、
社
会
保
障
の
給

付
削
減
・
負
担
増
の
方
針
を

打
ち
出
し
て
い
ま
す
。 

　
厚
労
省
案
で
は
、「
グ
ロ
ー

バ
ル
な
経
済
競
争
が
激
し
く

な
る
中
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う

に
企
業
が
社
会
保
障
に
お
い

て
一
定
の
役
割
を
担
う
こ
と

は
容
易
で
は
な
い
」
と
述

べ
、
大
企
業
の
社
会
保
障
に

対
す
る
役
割
を
免
除
し
よ
う

と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
以

上
、
大
企
業
の
社
会
保
障
・

税
負
担
を
軽
減
す
る
の
で
は

　

２
月
２
、３
日
、
盛
岡
で

第
１
１
０
回
東
北
ブ
ロ
ッ
ク

会
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

東
北
各
協
会
・
保
団
連
よ
り

役
員
事
務
局
合
わ
せ
22
名
が

出
席
し
、岩
手
か
ら
は
池
田
、

小
山
田
、
坂
、
南
部
、
吉
田

各
副
会
長
、
黒
田
、
坂
本
、

佐
藤
、
髙
田
各
常
任
理
事
、

須
原
顧
問
と
事
務
局
が
出
席

し
ま
し
た
。

　
２
日
の
宇
佐
美
保
団
連
副

会
長
の
講
演
「
選
挙
後
の
情

勢
と
保
団
連
の
運
動
方
針
に

つ
い
て
」
で
国
民
は
決
し
て

自
民
を
信
任
し
た
わ
け
で
は

な
い
。
さ
っ
そ
く
生
活
保
護

削
減
を
決
め
、
一
体
改
革
の

議
論
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
い

で
い
る
。
社
会
保
障
後
退
を

許
さ
な
い
精
力
的
な
取
り
組

み
を
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　
３
日
の
会
議
で
は
各
県
か

ら
の
活
動
報
告
を
受
け
た
討

論
で
、
会
員
の
声
を
吸
い
上

げ
会
員
が
主
体
的
に
参
加
し

活
躍
す
る
た
め
に
は
支
部

活
動
の
活
性
化
が
必
要
で
あ

り
、
会
員
一
人
一
人
に
問
題

意
識
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め

の
広
報
活
動
の
工
夫
の
必
要

性
、
会
員
数
が
減
少
傾
向
の

中
で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の

は
審
査
、
指
導
監
査
対
策
で

あ
り
、
取
り
組
み
を
強
化
す

べ
き
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、「
東
日
本
大
震
災

被
災
者
の
医
療
費
窓
口
負
担

金
免
除
継
続
等
を
求
め
る
要

望
書
」、﹃
患
者
さ
ん
や
医
療

従
事
者
の
権
利
を
侵
害
す
る

「
生
活
保
護
制
度
の
見
直
し
」

は
行
わ
な
い
で
下
さ
い
﹄、

「
東
京
電
力
か
ら
の
損
害
賠

償
金
へ
の
非
課
税
を
求
め
る

要
望
書
」
を
東
北
ブ
ロ
ッ
ク

と
し
て
提
出
す
る
こ
と
、
東

北
ブ
ロ
ッ
ク
２
０
１
２
年
度

決
算
と
２
０
１
３
年
度
予
算

案
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

医
療
費
免
除
継
続
を
求
め
る
要
望
書
提
出
を
決
定

第
１
１
０
回
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
会
議

岩手から参加した役員

は
何
か
を
明
ら
か
に
す
べ
き

で
す
。 

　
今
、
必
要
な
こ
と
は
、
憲

法
25
条
を
基
本
に
国
民
の
生

命
と
生
活
を
最
優
先
す
る
新

た
な
社
会
保
障
ビ
ジ
ョ
ン
の

策
定
と
、
応
能
負
担
に
よ
る

財
源
確
保
を
国
民
的
な
議
論

の
も
と
で
早
急
に
進
め
る
こ

と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
く
、
応
分
の
負
担
を
求
め

る
べ
き
で
す
。

 

主
張
︱

　
社
会
保
障
改
革
と
財
源
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
め
ざ
す

べ
き
社
会
保
障
の
方
向
性
が

財
源
の
あ
り
方
を
主
導
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で

あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
社

会
保
障
の
進
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
な
ど
の
諸
国
で
は
、
日
本

よ
り
も
低
い
経
済
力
で
、
高

い
社
会
保
障
の
水
準
を
実
現

し
て
い
ま
す
。
高
い
水
準
を

日
本
で
実
現
す
る
に
は
、
ど

れ
だ
け
の
財
源
が
必
要
な
の

か
、
な
ぜ
社
会
保
障
先
進
国

で
可
能
な
財
源
確
保
が
、
日

本
で
で
き
な
い
の
か
、
障
害

社会保障と税の一体改革による国民負担増
　2011 年度と 2016 年度の比較（万円程度）　　　内閣府資料から作成

（単位は万円）

①　サラリーマン　夫 40 歳以上、片働き、小学生２人の４人
年　　　収 300 500 700 900

税
と
社
会
保
険
料
等
の

負
担
増

消 費 税 増 税 8.2 11.5 14.3 16.6
年少扶養控除廃止（住民税） 7.1 7.4 6.6 6.6
復興増税

（所得税 + 住民税均等割） 0.2 0.4 0.7 1.4

年 金 保 険 料 2.8 4.4 6.3 6.6
医 療 保 険 料 1.9 3.3 4.6 5.9
介 護 保 険 料 0.4 0.7 1.0 1.3

給付減 子ども手当て・児童手当 3.6 3.6 3.6 3.6
負担増 + 給付減　合計 24.2 31.1 37.1 41.9

年収に占める割合 8.1% 6.2% 5.3% 4.7%

②　75 歳以上の年金生活者

年　　　収
夫　婦 単　身
240 180

税と社会保険料等の
負担増

消費税増税 7.5 5.5
医療保険料 0.1 0.0
介護保険料 2.4 ～－ 0.2 0.9 ～－ 0.4

負担増　合　計 10.0 ～ 7.4 6.4 ～ 5.1
年収に占める割合 4.2 ～ 3.1% 3.6 ～ 2.9%

東京保険医新聞より転載


